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医療機関子ども虐待対応ガイドラインを策定しました 

 さいたま市では、児童虐待の防止を目的として「医療機関子ども虐待対応ガイドラ

イン」を策定しました。 
 
１ 策定の趣旨 
  医療機関の虐待対応について、通告から一時保護につなげるまでのガイドライン

が必要であるという児童虐待死亡事例等検証報告書（平成２２年６月１日記者発表）

の課題・提言を受けて、標記のガイドラインを策定したものです。 
 
２ 策定の参加機関 
 (1) ワーキンググループ 

 埼玉県警察さいたま市警察部総務課、さいたま市消防局警防部救急課、保健福

祉局保健所地域保健支援課、西区健康福祉部支援課及び保健センター、子ども未

来局子ども育成部児童相談所 

 (2) 監修 

   さいたま市４医師会連絡協議会、さいたま市歯科医師会、さいたま市立病院か

ら推薦されているさいたま市要保護児童対策地域協議会代表者会議の委員 

 

３ 策定の経過 

 (1) ワーキンググループ開催 

   平成２２年１０月２９日、１１月２２日、１２月２０日 

(2) 策定会議開催 

   平成２３年１月１７日 
 
４ 医療機関子ども虐待対応ガイドライン 
  別添のとおり 
 
５ 医療機関子ども虐待対応シート（ガイドライン別紙） 
  別添のとおり 



【注意】
子どもの保護や家族支援の
観点から、３ページ以降のチ
ェックリストや緊急対応に関す
る項目の掲載は差し控ます。



 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 


